
令和4年3月28日

厚生労働大臣 殿

機関名 国立保健医療科学院

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名 曽根 智史

次の職員の令和3年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）

2. 研究課題名 乳幼児の発育•発達、 逆養状態の簡易な評価手法の検討に関する研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）生涯健康研究部・部長

（氏名・ フリガナ）横山 徹爾・ ヨコヤマ テッジ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
口 ． 口 口

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOiについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容：

） 

） 

） 

） 



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

2022年 3月 30日

機関名 実践女子大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 難波雅紀

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理蕃査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

成土 疾患克服等入世 t
ギ成基盤研究事業 健やか］世 t育成総合研究事 ） 

乳土児の発ギ ．発達 巫義 ‘ ‘
態の簡 な評価手法の各に関する研究

3.研究者名 （所属部署・職名） 生活科学部・准教授

（氏名・フリガナ） 佐々木渓円・ササキケマル

4.倫理審杏の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 末審査(※2)

国立保健医療科学院、あいち
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

． 口 ． 小児保健医療総合センター、
指針(※3)

山梨大学

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「末審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)末審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針J 、 「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は 、 当該項目に記入すること。
5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 末受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指舜・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関．

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



2022年4月5日
厚生労働大臣

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

機関名 東京農業大学

所属研究機関長 職 名 学 長

氏 名 江口 文陽

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）

乳幼児の発育•発達、 栄養状態の簡易な評価手法の検討に関する研究

3. 研究者名 （所属部署・職名） 応用生物科学部 栄養科学科 ・ 准教授

（氏名・ フリガナ） 多田 由紀・タダ ユキ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ■ 口 口
等の実施に関する基本指針
その他 、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針J 、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は 、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由．

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関．

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容．

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和 4年 4月 5日
厚生労働大臣

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国叫呆健医療利学院長）

機関名 武庫川女子大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 瀬口 和義

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）

2. 研究課題名 乳幼児の発育•発達、 逆養状態の簡易な評価手法の検討に関する研究

3. 研究者名 （所属部署·職名）•食物栄養科学部・講師

（氏名・ フリガナ）•小林 知未・ コバヤシ トモミ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
口 ． D 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一 部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」 、 「 臨床研究に関する倫理指針」 、 「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I 研究倫理教育の受講状況 1 受講 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOiについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由． ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口 無 ■ （有の場合はその内容 ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和4年3月3 1日
厚生労働大臣 殿

国立研究開発法人
機関名 国立成育医療研究センタ ー

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 五十嵐 隆

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1.研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代ギ成総合研究事業）

2.研究課題名 乳幼児の発育•発達、栄養状態の簡易な評価手法の検討に関する研究

3.研究者名 （所属部署・職名） 研究所 小児慢性特定疾病秤報室・室長

（兵・フリガナ） 盛ー 享徳・モリイチ アキノリ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 国立成育 医療研究センタ ー 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
D ． 口 口

(※ l)当該研究者が 当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「 未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、「 臨床研究に関する倫理指針J、「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関における COi の管理に関する規定の策定

当研究機関における COi 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

当研究に係る COI についての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関・

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容：

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

令和4 年 4 月 5 日

機関名 国立研究開発法人

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立成育医療研究センタ ー

理事長

五十嵐 隆

次の職員の令和3 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）

2. 研究課題名 乳幼児の発育・発達、 栄養状態の簡易な評価手法の検討に関する研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）社会医学研究部 部長

（氏名· フリガナ）森崎 菜穂・モリサキ ナホ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 国立成育医療研究センタ ー 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

当研究に係る COI についての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容 ・

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和4年3月2 8日

厚生労働大臣 殿

機関名 国立保健医療科学院

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名 曽根智史

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）

2. 研究課題名 乳幼児の発育•発達、 逆養状態の簡易な評価手法の検討に関する研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）生涯健康研究部・主任研究官

（氏名・ フリガナ）和田 安代・ワダ ヤスヨ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 口

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 • 口 □ 

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「臨床研究に関する倫理指針J、 「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I 研究倫理教育の受講状況 ． I 受講■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関における COi の管理に関する規定の策定

当研究機関における COi 委員会設置の有無

当研究に係る COi についての報告・審査の有無

当研究に係る CO I についての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

有 ■ 無 □ （無の場合はその理由

有 □ 無 ■ （有の場合はその内容．

） 

） 

） 

） 
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